
 

「山形県新庄警察署駅前交番」広告付掲示板の設置に係る行政財産の

貸付事業者募集要項（兼入札説明書） 

 

山形県では、「山形県新庄警察署駅前交番」に広告付掲示板を設置する貸付事業者を募集し、

条件付一般競争入札によって決定します。 

入札に参加を希望される方は、本募集要項、関係法令等をよく読み、内容を承知した上で参

加してください。 

 

１ 入札参加資格要件 

次に掲げる要件をすべて満たす者に限り参加することができる。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４第１項各号に規定する者に

該当しないこと。 

(2)  山形県税（山形県税に附帯する税外収入を含む。）及び消費税を滞納していないこと。 

(3) 雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること（加入する義

務のない者を除く。）。 

(4) 山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。 

(5) 山形県財務規則（昭和 39年３月県規則第９号）第 125条第５項の競争入札参加資格者

名簿に登載されていること。 

(6) 次のいずれにも該当しないこと（地方自治法施行令第 167条の４第１項第３号に規定す

る者に該当する者を除く。）。 

イ 役員等（入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場合

にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同

じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員でなくなっ

た日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。）であること。 

ロ 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する

暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与していること。 

ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等していること。 

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等

直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していること。 

ホ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していること。 

(7) 山形県屋外広告物条例（昭和 49 年 10 月県条例第 59 号）第 21 条第 1 項又は第 3 項の

登録を受けていること。 

 

２ 入札に付する事項等 

(1) 契約の形態 

広告付掲示板を設置するための土地の賃貸借 

(2) 貸付場所及び面積 



次の物件毎に入札に付す。 

 

貸し付ける行政財産 貸付期間 備考 

 山形県新庄市金沢字沖 1079番 13  

山形県新庄警察署駅前交番 

土地 0.97平方メートル 

（幅 2.15メートル、奥行 0.45メートル） 

令和６年４月１日から

令和 11年３月 31日まで 

別添様式第

１-４号 

位置図１ 

 

※ 貸付期間の更新はしない。 

(3) 貸付条件等 

別添様式第１－１－１号から第１－４号「不動産賃貸契約書」による。 

 

３ 入札参加資格及び広告付掲示板仕様書の審査等 

  入札に参加を希望する者は、入札執行者に対して別添様式２－１「一般競争入札参加資格

確認申請書」及び行政財産に設置する広告付掲示板の仕様に適合するものとして作成した広

告付掲示板の仕様書（以下「広告付掲示板仕様書」という。）を提出し、個別の入札の参加

資格を有することを証明しなければならない。 

  また、「令和５年度競争入札参加資格者名簿（物品及び役務の調達等）」（以下「資格者名

簿」という。）に登載されていない者を資格者名簿に登載し、入札に参加することを認める

場合は、競争入札参加資格申請書提出書（様式別添２－２）及び競争入札参加資格審査申請

書（以下「競争入札参加資格審査申請書等」という。）を提出し、資格者名簿に登載されな

ければならない。 

  なお、資格者名簿に登載された場合でも、上記１の入札参加資格要件に満たないときは、

入札に参加することができないので、十分に確認すること。 

(1) 提出期間 

令和５年 12 月 21 日（金）から令和６年１月 31 日（水）までの日（山形県の休日を

定める条例第 1 条に規定する休日を除く。）の午前９時 00 分から午後５時 00 分までの

間（ただし、正午から午後 1時までの間を除く） 

      ただし、上記申請期間末日時点において、資格者名簿（物品及び役務の調達等）へ登

載されるためには、令和６年１月 10日（水）午後５時 00分までに、一般競争入札参加

資格確認申請書及び競争入札参加資格審査申請書等を提出していただく必要がありま

す。 

 

(2) 提出場所 

山形県新庄市大字松本 822番地 

山形県新庄警察署 会計課 

電話：０２３３－２２－０１１０ 

 

 

 



(3) 提出書類（提出各 1部） 

 提出書類 法人 個人 

①  一般競争入札参加資格確認申請書 ○ ○ 

②  

資格者名簿に登載されていない者は、次のいずれかを提

出する。 

②-1競争入札参加資格審査申請書等 

②-2 他の県機関に対して、競争入札参加資格審査申請

書等を提出している場合は、当該申請書等の写し 

※会計局から後日発行される「競争入札参加資格審査結

果通知の写し」を１月 31日まで提出すること 

○ ○ 

③  広告付掲示板仕様書 ○ ○ 

④ 
山形県屋外広告物条例第 21 条第 1 項又は第 3 項の屋外

広告業の登録通知の写し 
○ ○ 

 

(4) 提出方法 

 提出期間内に、提出に必要な書類を提出場所に直接持参することとし、郵送、電話、フ

ァックス、インターネットによる受付は行なわない。 

(5)  広告付掲示板仕様書の審査 

   広告付掲示板仕様書の審査については、当該仕様書が入札公告で示した仕様書に基づき

作成され、かつ、その内容が公告で示した各項目の性能等の条件を満たしているかどうか

を判断するものとし、必要に応じ内容の補正等を指示する場合があり、提出者はこれに応

じるものとする。 

  

４ 競争入札参加資格審査申請（資格者名簿への登載手続） 

  県の実施する入札に参加を希望する者は、競争入札参加資格審査申請書等を提出し、資格

者名簿に登載されなければならない。この場合、他の所属に対して競争入札参加資格審査申

請書等を提出している場合は、一般競争入札参加資格確認申請書にその旨を記載して提出す

ること。 

  広告付掲示板の設置場所の貸付契約については、山形県会計局会計課が作成する「平成 25･

26年度物品等競争入札参加資格審査申請要領」中 11営業種目区分一覧の 60その他のサービ

ス類に該当する。 

  なお、資格者名簿に登載された場合でも、上記１の入札参加資格要件に満たないときは、

入札に参加することができないので、十分に確認すること。 

(1) 資格者名簿に登載されるための資格  

① １年以上引き続き業として当該競争入札に付する契約に係る業務を営んでいる者及

び山形県税を完納している者に限る。ただし、営業年数が１年未満であっても、次のい

ずれかに該当する方で、営業の同一性を失うことなく引き続き営業を行おうとする場合

は、資格を有するものに限る。  

(ｱ) 資格者名簿に登載されていた者から営業用資産を継承した場合  



(ｲ) 資格者名簿に登載されていた個人が、名簿に登載される際に有していた営業用資

産をもって設立した法人  

(ｳ) 資格者名簿に登載されていた法人が、他の法人と合併して設立した法人  

② 下記に該当する者は、競争入札の参加資格を有しない。  

(ｱ) 破産者で復権を得ていない者  

(ｲ) 成年被後見人又は被保佐人  

(ｳ) 契約の締結に関し、同意権付与の審判を受けた被補助人  

(ｴ) 任意後見契約を締結し、契約の締結に関し委託している者  

(ｵ) 営業の許可を受けていない未成年者  

(ｶ) その他競争入札参加者として不適当と認められる者  

③ 山形県暴力団排除条例に基づき、下記に該当する者は、山形県が行う物品等の調達に

係る競争入札に参加することが出来ない。 

(ｱ) 役員等（入札参加者が個人である場合にはその者を、入札参加者が法人である場

合にはその役員又はその支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下

同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77 号）

第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団員でな

くなった日から５年を経過しない者（以下「暴力団員等」という。） 

(ｲ) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定す

る暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員等が経営に実質的に関与している者 

(ｳ) 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を

加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等している者 

(ｴ) 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する

等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与している者 

(ｵ) 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者 

(ｶ) 個人である場合は、指定暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律第9条に規定する指定暴力団員をいう。）と生計を一にする配偶者（婚姻の届出を

していないが、事実上婚姻関係と同様の事情のある者も含む。） 

(2) 申請方法等  

一事業者一申請とする。（一事業者による複数申請はできない。）  

(3) 受付期間 

３の入札参加資格確認申請書の提出期限までに、入札参加資格確認申請書に添えて提出

しなければならない。 

(4) 受付場所 

３の入札参加資格確認申請書の提出場所と同じ。 

 

５ 質問書及び回答について 

(1) 受付期間 

 令和５年 12 月 21 日（金）から令和６年１月 31 日（水）までの日（山形県の休日を定

める条例第 1条に規定する休日を除く。）の午前９時 00分から午後５時 00分までの間（た

だし、正午から午後 1時までの間を除く） 

(2) 提出方法 



別添様式第３号「質問書」を持参又は郵送（書留郵便に限る。）で提出すること。なお、

郵送による場合は、上記期日までに契約担当部局に到達しなければならない。 

(3) 質問者への回答 

質問者に対し文書により、質問書を受け付けた日の翌日から起算して 3日目まで郵送又

は電子メール等で個別に別添様式第４号「回答書」により回答する。 

また、すべての質問事項及び回答をまとめ、令和６年２月６日（火）（入札日の 3日前）

までに県のホームページに掲載する。 

 

６ 入札参加資格審査結果の通知 

上記３－(3)の提出書類により入札参加資格の有無を確認し、令和６年２月５日（月）ま

でに、申請者あてに別添様式第５号「入札参加資格確認通知書」を通知する。 

また、当該結果の通知後であっても、不正等が判明した場合には入札参加資格を取り消す

ことがある。 

 

７ 入札及び開札の日時及び場所 

(1) 日時 

令和６年２月９日（金） 午後２時 00分 

(2) 場所 

山形県新庄市大字松本 822番地 

山形県新庄警察署 ４階会議室 

 

８ 入札方法 

(1) 入札は、上記２－(2)の物件を行う。 

(2) 入札書に記載する金額 

別添様式第６号「入札書」に記載する金額は、消費税相当額を含むものとし、貸付期間

の総額とする。 

(3) 代理人による入札 

代理人により入札する場合は、別添様式第７号「委任状」を提出しなければならない。 

(4) 再度の入札 

① 落札者がいない場合は、入札参加者を対象として再度の入札を行う。 

② 再度の入札は２回までとする。 

③ 再度の入札を２回を行っても落札者がいない場合は、入札を打ち切る。 

(5) その他 

① 提出した入札書は、理由の如何を問わず、書き換え、引き換え又は撤回することはで

きない。 

② 入札を公平に執行することができないなど、特別な事情があると認めるときは、入札

の執行を延期し、又は取りやめることがある。 

  ③ 郵送による入札は、認めない。 

 

 



９ 入札保証金 

入札保証金は、免除する。 

 

10 無効な入札等 

(1) 次のいずれかに該当する入札は無効とする。 

① 入札公告に示した入札参加資格のない者（入札参加資格があることを確認された者で、

開札時において入札公告に示した入札参加資格を満たさなくなった者を含む。）のした

入札 

② 申請書に虚偽の記載をした者のした入札 

③ 委任状を持参しない代理人のした入札 

④ 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得る

ため連合したと認められる入札 

⑤ 同一の事項につき２通以上の入札書を契約担当者に提出した入札 

⑥ 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額

を訂正した入札書を契約担当者に提出した入札 

⑦ その他入札に関する条件に違反した入札 

 

11 再度入札 

県が定める予定価格以上の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うものとする。 

 

12 落札者の決定方法 

(1) 県が定める予定価格以上で最高の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者と

する。 

(2) 落札者となるべき者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決

定する。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに

代えて当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとする。 

(3) 落札決定の時までに、入札参加資格を満たさないこととなった場合は、落札決定を取

り消し、次順位の者を落札者とする。 

 

13 落札者決定通知 

落札者が決定された場合は、直ちに口頭で落札者に通知する。 

 

14 借地借家法に基づく文書による説明 

建物の貸付に係る契約を締結しようとする場合は、契約の前に別添様式第８号「定期建物

賃貸借契約についての説明」により、借地借家法第 38 条の規定に基づく更新がない旨の説

明を行い、説明を受けたことを証するため記名押印のうえ互いに１部を保有する。 

 

15 契約保証金 

(1) 落札者は、契約保証金（契約金額の 100分の 10に相当する額（当該金額に１円未満の

端数があるときは、その端数金額を切り上げた金額））について、令和６年２月 28日（水）



までに、県が発行する納入通知書により県指定金融機関等において納付しなければならな

い。 

(2) 山形県財務規則第 135 条に該当する場合は、契約保証金の納付を免除することができ

る。 

(3) 落札者が契約金額を支払わないときは、契約保証金は返還しないものとする。 

 

16 契約 

(1) 落札者は令和６年３月１日（金）までに、別添様式第１－１号から様式第１－４号「不

動産賃貸契約書」を作成し、記名押印のうえ上記３－(2)の場所に提出する。 

(2) 契約書は１物件毎に作成する。 

(3) 落札者が契約を締結しない場合（上記(1)の期日までに契約書が提出されない場合を含

む。）には、当該落札は効力を失う。 

(4) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 

(5) 契約に要する一切の経費等については、落札者の負担とする。 

 

17 その他 

(1) 本書に定めのない事項は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）、地方自治法施行令、

山形県財務規則の定めるところによる。 

(2) 本書を入手した者は、当該募集手続以外の目的で本書を使用してはならない。 

 

18 問い合わせ先 

郵便番号 996-0051 

山形県新庄市大字松本 822番地 

山形県新庄警察署 会計課 

TEL：0233-22-0110 

FAX：0233-22-7564 

E-mail ypshinkei＠pref.yamagata.jp 

 


